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鹿児島県

（※については例規集登載事項）

ページ

告 示

○予算の公表（３件） （財政課取扱い）１

鹿児島県告示第757号

令和４年第３回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第

３号）ほか１件の要領は，次のとおりである。

令和４年10月25日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第３号）

令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第３号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ9,463,254千円を追加し，歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ892,533,606千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。

（繰越明許費）

第２条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第２表 繰越明許費」による。

（債務負担行為の補正）

第３条 債務負担行為の補正は，「第３表 債務負担行為補正」による。

（地方債の補正）

第４条 地方債の補正は，「第４表 地方債補正」による。
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２ 令和４年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）

令和４年度鹿児島県港湾整備事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるところによる。

（繰越明許費）

第１条 地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経

費は，「第１表 繰越明許費」による。

第１表 繰越明許費

款 項 事 業 名 金 額

千円

1 港湾整備事業費 211,000

1 港 湾 整 備 事 業 費 211,000

整 備 事 業 211,000

計 211,000
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鹿児島県告示第758号

令和４年第３回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県病院事業特別会計補正

予算（第２号）の要領は，次のとおりである。

令和４年10月25日

鹿児島県知事 塩田康一

令和４年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第２号）

第１条 令和４年度鹿児島県病院事業特別会計補正予算（第２号）は，次に定めるところによ

る。

第２条 令和４年度鹿児島県病院事業特別会計予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定

額を次のとおり補正する。

（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）

収 入

第１款 資 本 的 収 入 8,030,956千円 62,040千円 8,092,996千円

第１項 企 業 債 5,262,000千円 0千円 5,262,000千円

第２項 他会計負担金 544,749千円 62,040千円 606,789千円

第３項 国庫補助金 12,843千円 0千円 12,843千円

第４項 基金繰入金 2,211,364千円 0千円 2,211,364千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 8,598,368千円 62,040千円 8,660,408千円

第１項 建設改良費 8,009,207千円 62,040千円 8,071,247千円

第２項 企業債償還金 572,734千円 0千円 572,734千円

第３項 長期貸付金 15,760千円 0千円 15,760千円

第４項 基金積立金 667千円 0千円 667千円
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鹿児島県告示第759号

令和４年第３回県議会定例会において議決された令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第

４号）の要領は，次のとおりである。

令和４年10月25日

鹿児島県知事 塩田康一

令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第４号）

令和４年度鹿児島県一般会計補正予算（第４号）は，次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条 歳入歳出予算の総額に，歳入歳出それぞれ988,437千円を追加し，歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ893,522,043千円とする。

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の

金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。
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